
校務運営規程 

第１章 総則 

（趣旨） 

第１条 廿日市市立廿日市小学校の校務を適正かつ円滑に運営・実施するため，法令及び廿日市市立学校の管理及 

び学校教育法の実施に関する規則（昭和61年4月1日教委規則第4号。以下「学校管理規則」という。）に従 

い，この規程を定める。 

 

（職務） 

第２条 学校管理規則第37条，38条，40条に定める職員の職務は次のとおりとする。 

 一 校長は，校務をつかさどり，所属職員を監督する。 

 二 教頭は校長を助け，校務を整理し，及び必要に応じ児童の教育をつかさどる。また，校長に事故がある時や 

校長が欠けたときは，その職務を代理･代行する。 

 三 主幹教諭は，校長及び教頭を助け，命を受けて校務の一部を整理し，並びに児童の教育をつかさどる。 

 四 教諭は，児童の教育をつかさどる。 

 五 養護教諭は，児童の養護をつかさどる。 

 六 事務職員は，事務に従事する。 

 七 学校用務員は，用務に従事する。 

第３条 前項に規定するほか，必要に応じて他の職員を置く。 

２ 職員は，定められた職務を遂行する。 

 

第２章  校務運営に関する事項 

（運営組織） 

第４条 校長は，その権限に属する事務を職員に分掌させるため，「管理規則」第４２条に基づき，校務分掌組織 

を定めるものとする。 

２  前項に定めるもののほか，校務運営組織に必要な事項は，校長が定める。 

３  校務運営組織図は，別図「校務運営組織図」のとおりとする。 

 

（学校企画委員会） 

第５条 校長は，校務及び教育活動の適正かつ円滑な運営を図るため，学校企画委員会を設置する。 

２ 学校企画委員会は校長，教頭，主幹教諭，教務主任，研究主任，保健主事，生徒指導主事その他校長が認めた 

もので構成する。 

３ 学校企画委員会は校長が招集し，これを主宰する。 

４  校長が必要と認めるときは，関係職員を学校企画委員会に出席させることができる。 

５ 司会は，主幹教諭，記録は，教務主任，研究主任，保健主事，生徒指導主事の輪番とする。 

第６条 学校企画委員会は，次の事項について協議する。 

一 学校経営ビジョン，教育目標に関する事項 

二 校務運営機構，分掌に関する事項 

三 学校行事に関する事項 

四 施設設備に関する事項 

五 緊急を要する事項 

 六 学年主任会，職員会議の連絡・確認等事項 

  七 その他，校長が必要と認める事項 

 

（学校評価委員会） 

第７条 校長は，教育活動を改善し教育の質の向上めざすため，学校評価委員会を設置し，学校評価を実施すると 

ともにその結果を公開するものとする。 

２  学校評価委員会は，学校企画委員会をもって充てる。 

３  校長は，学校評価委員会を招集し，これを主宰する。 

４  校長が必要と認めるときは，関係職員を学校評価委員会に出席させることができる。 

５  前各項に規定するもののほか，学校評価委員会の業務及び運営について必要な事項は，校長が別に定める。 



（いじめ防止対策委員会） 

第８条 校長は，いじめの未然防止及び早期発見・解決を図るためにいじめ防止対策委員会を設置する。 

２ いじめ防止対策委員会は，校長，教頭，主幹教諭，生徒指導主事，その他校長が必要と認める職員をもって構 

成する。 

３ いじめ防止対策委員会は，いじめの状況把握と分析，未然防止の体制整備，被害児童・保護者への相談及び支 

援並びに加害児童・保護者への指導・助言等を行っていく。 

 

（不祥事防止委員会） 

第９条 校長は，不祥事を起こさない職場風土をつくり，職員自らが職員相互の啓発を促進するために不祥事防止 

委員会を設置する。 

２ 不祥事防止委員会は，学校企画委員会ならびに校長が必要と認める職員をもって構成する。 

３ 不祥事防止委員会は，不祥事防止に係る取組についての協議，研修プログラムの企画・実施を行う。 

 ４ 不祥事防止委員会では，「体罰・セクハラ相談窓口」を設置し，毎週水曜日の相談日を中心に，体罰・セクハ 

ラに関する相談に応じる。 

  

（学校衛生委員会） 

 第１０条 校長は，学校における労働安全衛生管理体制を整備することにより，教職員が教育活動に専念できる適 

切な労働環境を確保し，学校教育全体の質の向上に資するために学校衛生委員会を設置する。 

２ 学校衛生委員会は，教頭，主幹教諭，生徒指導主事，養護教諭並びに校長が必要と認める職員をもって構成す 

る。 

３ 学校衛生委員会は，教職員の勤務環境管理，健康管理についての協議，安全衛生教育の計画を行う。 

 

（学年主任会） 

第１１条 校長は，教育活動の適正かつ円滑な運営を図るため，学年主任会を設置する。 

２ 学年主任会は，校長の承認のもと主幹教諭が運営し，教頭，主幹教諭，教務主任，学年主任でもって構成す 

る。 

３ 学年主任会は，学校企画委員会からの伝達事項の確認，学年相互の連絡調整等を図る。 

４ 司会は，教務主任が行い，記録は，学年主任の輪番とする。 

 

（特別支援教育校内委員会） 

第１２条 校長は，特別支援教育を適正かつ円滑に進めるため，特別支援教育校内委員会を設置する。 

２ 主幹教諭，特別支援教育コーディネーター，特別支援学級担任，学級担任等をもって構成する。 

３ 校長が必要と認めるときは，関係職員を出席させることができる。 

 

（校務分掌） 

第１３条 校長は，校務及び教育計画を，適正かつ円滑に実施するために，次の組織を置く。 

一 専門部（教務部，生徒指導部，保健体育部，研究部） 

二 学年部（１～６年，特別支援学級） 

三 その他校長が必要と認める組織 

 

（教務主任等） 

第１４条 校長の校務及び部の適正かつ円滑な運営を図るため，学校管理規則第４３条・第４５条に基づき，次の 

主任等を置く。   

２ 前項の主任等は次のとおりである。 

一 教務主任 二 生徒指導主事 三 保健主事 四 研究主任 五 学年主任 六 司書教諭 

七 特別支援教育コーディネーター 八 道徳教育推進教師 九 体力つくり推進リーダー 

十 ＩＣＴ活用教育推進リーダー 十一 幼保小連携担当教員 十二「学びの変革」推進教員 

３  主任等は校長が命免する。 

４  主任等の役割と職務内容は次のとおりとする。 

一 教務主任は，校長の監督を受け，教育計画の立案，その他教務に関する事項について統括する。 



二 生徒指導主事は，校長の監督を受け，生徒指導に関する事項について統括する。 

三 保健主事は，校長の監督を受け，保健に関する事項について統括する。 

四 研究主任は，校長の監督を受け，研究推進に関する事項について統括する。 

五 学年主任は，校長の監督を受け，当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導，助言，運営 

にあたる。 

  六 司書教諭は，校長の監督を受け，読書活動推進に関する事項について統括する。 

 七 特別支援教育コーディネーターは，校長の監督を受け，特別支援教育に関する事項について統括する。 

八 道徳教育推進教師は，校長の監督を受け，道徳教育の充実を図る事項について統括する。 

九 体力つくり推進リーダーは，校長の監督を受け，体力づくり・遊び等に関する事項について統活する。 

十 ＩＣＴ活用教育推進リーダーは，校長の監督を受け，ＩＣＴ活用教育に関する事項について統括する。 

十一 幼保小連携推進教員は，校長の監督を受け，幼保小接続に関する事項について統括する。 

 十二 「学びの変革」推進教員は，校長の監督を受け，「学びの変革」に関する事項について統括する。 

 

（各種会議） 

第１５条 校長は，校務運営及び教育計画を適正かつ円滑に実施するために次の会議を置く。 

一 専門部会（教務部，生徒指導部，保体部，研究部） 

二 学年部会（１～６年，特別支援学級） 

三 その他校長が必要と認める会議 

 

（職員会議） 

第１６条 校長は，校務運営上必要と認めるときは，校長の職務の円滑な執行を補助させるため，職員会議を置く 

ことができる。 

２ 職員会議は，校長が招集し，主宰する。 

３ 前２項に掲げるもののほか，職員会議の組織及び運営について必要な事項は，校長が定める。 

４ 司会は，主幹教諭が行い，記録は，学年部会の輪番とする。 

 

（学校運営協議会） 

第１７条 校長は，学校経営に係る計画・運営に対し意見を求め，地域とともにある学校づくりを進めるため，設 

置する。 

２ 学校運営協議会は，本校の職員以外の者で，教育及び組織経営に関して識見を有する者 

（保護者・ＰＴＡ役員，地域住民など）の中から校長が委嘱する。 

３ 学校管理規則第４条の規定による学校関係者評価は，学校運営協議会において，毎年度１回以上行うものとす 

る。 

 

（学校保健委員会） 

第１８条 校長は，廿日市小学校児童への健康教育を推進し，健康・安全の保持増進を図るために，学校保健委員 

会を設置する。 

２ 本委員会は，次によって構成する。 

 学校；校長，教頭，主幹教諭，教務主任，生徒指導主事，保健主事，養護教諭，学年主任（代表） 

 校医；学校医，学校歯科医，学校眼科医，学校薬剤師 

 ＰＴＡ；ＰＴＡ会長，副会長，保体委員長 

 

（食物アレルギー対応委員会） 

第１９条 校長は，児童の食物アレルギーに関する情報を集約し様々な対応を協議，決定するために食物アレルギ 

ー対応委員会を設置する。 

２ 本委員会は，次によって構成する。 

 校長，教頭，主幹教諭，保健主事，養護教諭，給食担当教諭，学年主任，担任 

 

 

 



 （事務処理） 

第２０条  学校における事務処理は，校長決裁により行う。     

 

第３章 施設・設備の管理 

（防火の計画及び分担） 

第２１条 警備及び防火の計画並びに責任分担は校長が定める。  

 

（施設・設備の管理） 

第２２条 前条に定めるもののほかに，学校の施設及び設備の管理について必要な事項は，校長が定める。 

  

第４章 その他 

第２３条 この規程に定めるもののほか，本校の校務運営に必要な事項は，校長が別に定める。  
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廿日市市立廿日市小学校 学校衛生委員会設置要綱（準則） 

（設置） 

第１条 労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）及び廿日市市立学校職員衛生管理要綱（平成２８年８月１

日施行。以下「要綱」という。）の趣旨に沿い，職員の安全の確保及び健康を保持増進し，快適な職場環境の形

成を促進するため廿日市市立廿日市小学校衛生委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

（委員の構成） 

第２条 委員会の委員は，要綱第９条第３項及び第４項に基づき，次の者をもって構成する。 

一 主任安全衛生管理者（校長） 

二 衛生管理者（校長） 

三 職員のうち衛生に関して経験を有する者のうちから所属長が指名する者３人 

（教頭，主幹教諭，養護教諭） 

四 主任安全衛生管理者が必要と認める職員 

２ 第１項第４号に掲げる委員の任期は１年とする。 

３ 委員は，再任されることができる。 

 

（委員会の開催） 

第３条 委員会は，原則毎月開催する。（企画委員会開催時に開催） 

２ 主任安全衛生管理者が必要があると認めるとき，又は委員の３分の１以上の請求があったとき開催する。 

 

（委員会の招集） 

第４条 委員会は，議長（主任安全衛生管理者）が招集する。 

 

（定足数） 

第５条 委員会は，過半数の委員が出席しなければ開催することができない。 

 

（表決） 

第６条 議事は，出席委員の総意に基づいて決める。 

 

（関係職員の出席） 

第７条 主任安全衛生管理者又は委員会は，必要があると認めるときは，議事に関係のある者の出席を求めるこ

とができる。 

２ 主任安全衛生管理者又は委員会は，必要があると認めるときは，議事に関係のある関係機関職員の出席を求め

ることができる。 

 

（記録等） 

第８条 委員会の議事の概要については職員に周知させなければならない。 

２ 委員会の重要な議事については，議事録を作成し，３年間保存しなければならない。 

３ 議事録中，衛生管理上重要な事項については，教育長へ報告し，意見を述べるものとする。 

 

（庶務） 

第９条 委員会の記録等の庶務は，委員会で定めるところにより処理するものとする。 

 

（雑則） 

第１０条 この要綱に定めるもののほか，委員会の運営について必要な事項は，委員会が定める。 

 

附 則 

 この要綱は，平成２７年４月１日から施行する。 

 この規程は，平成２７年４月１日より一部改正する。 

 この要綱は，平成２８年８月１日から施行する。 

 この規定は，令和６年４月１日より一部改正する。 


